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 ❑１１０番は、犯罪や事故等

に遭遇した際の県民と警察を

結ぶ『緊急通報専用電話』です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑要望・相談などの緊急の対応

を必要としない事案は 

『けいさつ総合相談センター』 

☆電話番号：♯9110  
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２ ０ ２ ６ 年 

 

昨年は様々な地

区行事に呼んで

いただきありが

とうございまし

た。今年も犯罪

被害防止のため

情報発信をして

いく所存であり

ますので、地区

行事がありまし

たらお声掛けお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

『飲酒運転は、犯罪』 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

新年会や飲酒を伴う会合など

には、車を運転していかないよ

うにしましょう。 

『飲んだら乗らない』 

を忘れずに。 

 

パトロール強化中 

駐在日誌 

❑突然、携帯電話に国際電話（＋ナンバ

ーから始まる番号）で音声通話が掛かっ

てきます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 相手の話を鵜呑みにしないで相談を‼ 

折
原 

☆交通死亡事故【令和７年 12 月 20 日現在】：埼玉県１１５人(＋６)寄居署１人(＋１) 

 

 

国際電話 

 からだ 

こちらはエヌティー

ーティガバナンスで

す。電話料金の未納

があるので、オペレ

ーターにつなぎま

す。 

 昨年は折原駐在所管内において空き家に対する

空き巣・忍込み被害が多数発生しました。特に発生

が多かったのは平倉・蔵田地区になります。 

 死亡事故については折原駐在所管内で発生はあ

りませんでした 

 詐欺については役場や警察官の名前を語った電

話や国際電話（＋ナンバー）からの電話が多く確認

されました。 

 

  

 

 

 


